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○ 

労
働
金
庫
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
・
労
働
省
令
第
一
号
） 

改 

正 

案 

現 
 
 
 

行 
（
組
織
再
編
行
為
の
際
の
資
産
及
び
負
債
の
評
価
） 

第
五
十
九
条 
吸
収
合
併
存
続
金
庫
（
法
第
六
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
吸
収
合

併
存
続
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
は
、
吸
収
合
併
対
象
財
産
（
吸
収
合
併
（

同
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
よ
り
、
吸
収
合
併
存
続

金
庫
が
承
継
す
る
財
産
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
全
部
の
取
得
原
価
を
吸
収
合

併
対
価
（
吸
収
合
併
に
際
し
て
吸
収
合
併
存
続
金
庫
が
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
（

同
条
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
会
員
に
交
付

す
る
財
産
を
い
う
。）の
時
価
そ
の
他
当
該
吸
収
合
併
対
象
財
産
の
時
価
を
適
切

に
算
定
す
る
方
法
を
も
っ
て
測
定
す
る
こ
と
と
す
べ
き
場
合
を
除
き
、
吸
収
合

併
対
象
財
産
に
は
、
当
該
吸
収
合
併
に
係
る
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
に
お
け
る
当

該
吸
収
合
併
の
直
前
の
帳
簿
価
額
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
新
設
合
併
（
法
第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併

を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

 

（
の
れ
ん
） 

第
五
十
九
条
の
二 

金
庫
は
、
吸
収
合
併
、
新
設
合
併
又
は
事
業
の
譲
受
け
を
す

る
場
合
に
お
い
て
、
適
正
な
額
の
の
れ
ん
を
資
産
又
は
負
債
と
し
て
計
上
す
る

こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
の
れ
ん
の
評
価
） 

第
五
十
九
条 

の
れ
ん
は
、
有
償
で
譲
り
受
け
又
は
合
併
に
よ
り
取
得
し
た
場
合

に
限
り
、
貸
借
対
照
表
の
資
産
の
部
に
計
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
そ
の
取
得
価
額
を
付
し
、
そ
の
取
得
の
後
五
年
以
内
に
、
毎
決

算
期
に
お
い
て
均
等
額
以
上
の
償
却
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

          
（
新
設
） 
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（
合
併
の
場
合
の
再
評
価
差
額
金
の
承
継
）  

第
六
十
条 

再
評
価
差
額
金
を
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
金
庫
が
吸
収
合
併

又
は
新
設
合
併
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
」
と
総
称
す
る
。）
に
よ
り
消

滅
し
た
場
合
に
は
、
当
該
合
併
に
係
る
吸
収
合
併
存
続
金
庫
又
は
新
設
合
併
設

立
金
庫
（
法
第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
金
庫
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
金
庫
」
と
総
称
す
る
。）
は
、
当
該

合
併
直
前
に
お
け
る
当
該
合
併
に
係
る
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
又
は
新
設
合
併
消

滅
金
庫
（
法
第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
金
庫
を
い
う
。
以

下
同
じ
。）の
再
評
価
差
額
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
土
地
の
再
評
価
に
関
す

る
法
律
第
七
条
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額
金
と
し
て
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
、

又
は
当
該
合
併
金
庫
の
再
評
価
差
額
金
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

     

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）  

第
八
十
二
条 

法
第
六
十
八
条 

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

第
四
項 

の
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。  

一 

清
算
金
庫
が
行
つ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を

（
合
併
の
場
合
の
再
評
価
差
額
金
の
承
継
）  

第
六
十
条 

再
評
価
差
額
金
を
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
て
い
る
金
庫
が
吸
収
合
併

（
法
第
六
十
二
条
の
三
に
規
定
す
る
吸
収
合
併
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
新

設
合
併
（
法
第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
」
と
総
称
す
る
。）
に
よ
り
消
滅
し
た
場
合
に

は
、
当
該
合
併
に
係
る
吸
収
合
併
存
続
金
庫
（
法
第
六
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
吸
収
合
併
存
続
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
新
設
合
併
設
立
金
庫
（
法

第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併
設
立
金
庫
を
い
う
。以
下
同
じ
。）（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
合
併
金
庫
」
と
総
称
す
る
。）
は
、
当
該
合
併
直
前
に
お

け
る
当
該
合
併
に
係
る
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
（
法
第
六
十
二
条
の
三
に
規
定
す

る
吸
収
合
併
消
滅
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
又
は
新
設
合
併
消
滅
金
庫
（
法

第
六
十
二
条
の
四
に
規
定
す
る
新
設
合
併
消
滅
金
庫
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
の

再
評
価
差
額
金
の
額
に
相
当
す
る
金
額
を
土
地
の
再
評
価
に
関
す
る
法
律
第
七

条
に
規
定
す
る
再
評
価
差
額
金
と
し
て
貸
借
対
照
表
に
計
上
し
、
又
は
当
該
合

併
金
庫
の
再
評
価
差
額
金
に
組
み
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
訴
え
を
提
起
し
な
い
理
由
の
通
知
方
法
）  

第
八
十
二
条 

法
第
六
十
八
条 

に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
八
百
四
十
七
条

第
四
項 

の
内
閣
府
令
・
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
た
書
面
の
提
出
又
は
当
該
事
項
の
電
磁
的
方
法
に
よ
る
提
供
と
す

る
。  

一 

清
算
金
庫
が
行
つ
た
調
査
の
内
容
（
次
号
の
判
断
の
基
礎
と
し
た
資
料
を
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含
む
。） 

二 
清
算
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断
及
び
そ
の
理
由 

三 
清
算
人
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
清
算
人

の
責
任
追
及
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由 

含
む
。） 

二 

清
算
人
の
責
任
又
は
義
務
の
有
無
に
つ
い
て
の
判
断 

三 

清
算
人
に
責
任
又
は
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
、
清
算
人

の
責
任
追
及
の
訴
え
を
提
起
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
理
由 

  


